
2024 年 4 月 26 日 

公益社団法人 玉川法人会 会員 各位 

玉川税務署管内法人 各位 

 

令和 6年 6月から 

必要な手続きって何？ 

「定額減税および令和 6年税制改正に関する研修会」のご案内 

 

公益社団法人玉川法人会 

研修委員長 尾沼 明 

皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申しあげます。 

玉川法人会の研修委員会では『定額減税』に関する説明会を企画しましたので、ご案内いたしま

す。 

参加費は無料とし、具体的な対策等を勉強できる機会としておりますので、是非お越しください。 

日時： 令和 6年 5月 23日(木) 18：00～20:00(受付 17：30～) 

会場： 玉川町会会館（二子玉川ライズ・バーズモール２階） 

世田谷区玉川２－２－１ (二子玉川駅 東口) 

当日、直接会場へお越しください。 

講師： 税理士 久野 豊仁 様 (玉川法人会 監事) 

定員 ： 先着５０名(定員を超えてからのお申込者様には、お断りの連絡をさせていただきます。) 

締切：５月１６日(木) 

 

参加のお申込は、下記ホームページ、メール、ファックスにて受け付けます。 

ホームページ：https://www.tamagawa.or.jp 

       メール：tamagawajimukyoku@orion.ocn.ne.jp 

  FAX：０３－３７０７－４９９２           TEL：03-3707-8668 
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研修委員会 5/23(木) 

「定額減税および令和 6年税制改正に関する研修会」に申し込みます 

 

第   支部 会社名                       氏名             

氏名              

 


